
パブリック・コメントに対する県の回答

番号 ご意見等の要旨 県の考え方

1
地域から取り組む
地球環境の保全

　新エネルギーの導入促進も結構だ
が、消費する電力のことも合わせて考
え、LEDの利用促進を公共施設を中
心に企業、民間を問わず進める必要
があるのではないか。

　ＬＥＤ化等による照明機器の省エネ
や空調機器・給湯機器の効率改善な
ど、民間建築物や県有施設の省エネ
ルギー化を推進することとしていま
す。

2
地域から取り組む
地球環境の保全

　地球温暖化対策における新エネル
ギーの導入はますます重要になって
きている。「太陽光発電」「小水力発
電」「バイオマス」の記載しかないが、
その他に風力発電や潮位発電も推進
していくべきだ。

3
地域から取り組む
地球環境の保全

　太陽熱利用も大切な自然エネル
ギーだ。ぜひ明確に言葉を入れて導
入を促してほしい。

4
地域から取り組む
地球環境の保全

　持続可能な社会のためには、自然・
新エネルギーを促進するべきで、耕
作放棄地の棚田を活用してはどうか。

　農地は食料の安定供給のための重
要な生産基盤であることから、耕作放
棄地であっても農地の他用途への利
用については農地転用などの法手続
が必要であり、個々のケースで判断さ
れることとなります。

5

地域から取り組む
地球環境の保全

環境と経済が好
循環する仕組み

づくり

　森づくり、荒れた森林の再生を進め
るべきだ。植樹、間伐、育成は、企業・
学校・地域で対応するシステムを構築
してはどうか。ＣＯ２吸収、雇用拡大と

連携する事業の創造にも繋がる。

　平成２４年６月に森林ボランティアグ
ループ等で組織する「おかやま森づく
りサポートセンター」が設立され、県民
参加の森づくり活動の総合窓口として
植樹・保育のつどいや、一般県民や
企業、学校等への各種情報提供を
行っており、引き続きこのようなボラン
ティアグループの自主的な活動を支
援してまいります。

6
循環型社会の

形成

　津山エリアのごみ焼却場等の建設
を急ぐ必要がある。

　廃棄物処理施設については、市町
村とともに県内での計画的な整備を
進めています。津山圏域については、
平成２７年中の施設稼働に向けて事
業推進がなされています。

7
循環型社会の

形成

　３Ｒの推進について、なぜ「３Ｒ」なの
か。最近では、リフューズを含んだ４Ｒ
や、さらにリペアー、レンタルなどを付
け加えた６Ｒもあり、それらの推進も
検討してはどうか。

　県では循環型社会形成推進基本法
と同様に３Ｒとして整理しており、リ
フューズ等はリデュース（発生抑制）
の一環として取り組むこととしていま
す。

8
安全な生活環境

の確保

　水に困っている地域の話を聞くと、
岡山県は本当に水に恵まれた県だと
感じる。今後も安心して岡山県で暮ら
していけるよう、引き続き取り組んでも
らいたい。

　本県は、豊かで安全な水を提供し、
また、県民に安らぎと潤いを与える水
環境に恵まれており、ご意見のとおり
今後ともその保全に努めてまいりま
す。

該当箇所

　本県の特性に合った自然エネル
ギーの導入を重点的に進める観点か
ら、「太陽光発電」「小水力発電」「バ
イオマスエネルギー」に取り組むこと
としており、その他の新エネルギーに
ついては、今後の技術開発等の動向
を見ながら、対応してまいります。

資料１
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番号 ご意見等の要旨 県の考え方該当箇所

9
安全な生活環境

の確保

　自然海浜の保全等の指標である
「環境学習の場としての活用海浜数」
は、現状が０であるが、どのような「環
境学習」を行えば該当するのか。

　県では岡山県自然海浜保全地区条
例に基づき、現在、８つの地区を自然
海浜保全地区として指定しており、当
該地区において、水質、生物又は海
ゴミに係る学習などを行うことを想定
しています。

10
自然と共生した社

会の形成

　移入種の防除に重点的に取り組ん
でいる地域があることを知らなかっ
た。もっと公にして、他の地域にも広
まっていけばよい。努力目標をもう少
し増やしてみてはどうか。

　移入種等の対策については、ホー
ムページやパンフレットの配布等を通
じて積極的に周知してまいります。ま
た、努力目標については、進捗状況
に応じて見直しを検討してまいりま
す。

11 計画の進め方

　重点目標を設定して終わりではな
く、目標をいかに達成していくかを行
政、ＮＰＯ、市民等が真剣に知恵を出
し合い、実現していく場が必要と思う。

　ご意見のとおり、県民、事業者、行
政が目的や目標はもとより、成果と課
題を共有し、共通認識を持つことが重
要であると考えており、意見交換を行
う会議や関係者等によるプロジェクト
推進会議を中心に、議論を深めなが
ら各種施策事業を着実に推進してま
いります。

12 その他

　東日本大震災の瓦礫処理の準備を
急ぐ必要がある。東北再生は、全国
の課題であり、島根原発事故の場合
に備える意味でも、体制が必要であ
る。

　東日本大震災に係る災害廃棄物の
処理については、国がマスタープラン
を定めて平成２６年３月までに完了さ
せることを目標に処理を進めておりま
すが、現在、本県への受入要請はあ
りません。
　なお、大規模災害等による廃棄物
の広域処理については、受入れの主
体となる市町村の協力が不可欠であ
り、今後とも市町村と連携して適切な
対応に努めてまいります。
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